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農
業
委
員
会
委
員
の
公
選
制
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た

　
「
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
が
９
月
４
日
に
公
布
さ
れ
、
農
業

委
員
会
委
員
の
公
選
制
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
は

行
わ
れ
ず
、
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
も
調
製
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

有
権
者
（
農
業
経
営
者
等
）
の
方
に
は
、
昨
年
ま
で
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載

申
請
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
申
請
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

農
業
委
員
会　
　
　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

　

選
挙
管
理
委
員
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周 防 大 島 町 プ レ ミ ア ム 商 品 券
周 防 大 島 町 子 育 て 世 帯 応 援 券

使用期限は12月31日です

○商品券ご利用者の方へ
　プレミアム商品券および子育て世帯応援券の使用期限は、
平成 27年 12 月 31 日㈭までとなっています。この期限を過
ぎてしまうと無効となり、使用出来ませんので、使い忘れの
ないようにご注意ください。
　※現金への換金や払い戻しはいたしません。
○取扱店舗の皆様へ
　使用有効期限（平成 27年 12 月 31 日）の過ぎた商品券お
よび応援券は使用出来ませんので受け取らないでください。
　また、最終換金請求日は平成 28 年２月１日㈪までとなっ
ていますのでご注意ください。

■問い合わせ　　商工観光課　☎０８２０（７９）１００３
　　　　　　　　福祉課　　　☎０８２０（７７）５５０５

   使用期限が迫っています！

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
に
つ

い
て
、
左
表
の
各
選
定
委
員
会
か

ら
指
定
管
理
者
の
選
定
に
係
る
報

告
書
が
椎
木
町
長
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

町
で
は
12
月
議
会
で
、
優
先
交

渉
権
者
の
指
定
の
議
決
を
受
け
、

施
設
の
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

11 月 26 日、河村誠治委員長（山口大学経済学部教授）
から、椎木町長へ報告書が提出されました。

○公募施設

委員会名 施設名 報告書提出日

周防大島町陸上競技場・周
防大島町総合体育館指定管
理者選定委員会

周防大島町陸上競技場
周防大島町総合体育館 11月９日

○非公募施設

委員会名 施設名 報告書提出日

周防大島町ながうらスポー
ツ滞在型施設等指定管理者
選定委員会

周防大島町ながうらスポーツ滞在型施
設等

11月 26日

周防大島町サン・スポーツ
ランド片添等指定管理者選
定委員会

周防大島町サン・スポーツランド片添
周防大島町片添ケ浜温泉遊湯ランド
周防大島町青少年旅行村

11月 26日

指定管理者選定委員会
町長へ報告書を提出


